
２０１１年４月１日 

お客様各位 

キシダ化学株式会社 

 

労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令に関するご案内 

 

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さてこの度、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令が平成２３年１月１４日に

公布され、平成２３年４月１日より施行致します。これに伴い、弊社総合カタログ記載製

品におきましても下記の製品が新たに法規制対象品となりましたのでご連絡申し上げます。 

お客様各位におかれましても対象製品につきましては、法規制に準じたお取扱いをして

いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

１．名称を表示すべき危険物及び有害物（法５７条１、施行令第１８条） 

・酸化プロピレン 

（商品コード「０００－６４９８２」「０００－６４９８５」「０００－６４９８６」） 

・１，３－プロパンサルトン 

（商品コード「０００－６０５２２」「ＬＢＧ－６０４３１」） 

・１，１－ジメチルヒドラジン 

（商品コード「ＴＣＩ００９３８０」） 

※経過措置：施行の日において現に存在するものについては、平成２３年９月３０日

までの間は改正法規制の適用を受けない。 

 

２．特定化学物質障害予防規則 特定化学物質第２類物質 

・酸化プロピレン 

（商品コード「０００－６４９８２」「０００－６４９８５」「０００－６４９８６」） 

・１，１－ジメチルヒドラジン 

（商品コード「ＴＣＩ００９３８０」） 

※ 経過措置：作業主任者の選任ならびに作業環境測定については平成２４年４月１

日から適用。 

以上 

 


